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企業の海外進出が日本のオフィス需要に与える影響 

2011 年 8 月 3 日

投資調査第 2 部 上席主任研究員 坂本雅昭

非製造業においても日本企業の海外進出が進み、現地法人の従業者数は増加しているが、これに合わせて

現地法人を持つ日本本社企業の従業者数も増加している。また、現地法人従業者数に占める日本からの派遣

者数の比率は 4％程度と低くかつ低下している。現在のところ、海外進出が日本本社企業の従業者数へ与える

影響は軽微と考えられる。そもそも「企業の海外進出→国内オフィス需要の減少」と単純に捉えられがちだが、

国内雇用への影響パターンは多様であり、プラスの影響も考慮する必要がある。企業の海外進出を国内本社が

グローバル企業のヘッドクォーターへと成長する機会と捉え直し、それに支持される都市・オフィスビルへとストッ

クを更新していくことが必要なのではないだろうか。 

 

1 企業の海外進出がオフィス需要を検討する上での新たなテーマに浮上 

1985 年のプラザ合意を受けて円高が進み、長きにわたり企業の海外進出と国内産業の空洞化が進んできた。こ

れは主に製造業を中心とした動きであった。しかし近年になり、企業の海外進出が製造業だけでなく非製造業にも

拡大し、不動産業界においては工場だけでなくオフィスビルの需要に負の影響を与えるのではないかという声が聞

かれるようになってきた。製造業だけでなく非製造業の海外進出が進むようになったのは、主に成長著しいアジア

新興国が、従来の生産地としての魅力だけでなく、消費地としての魅力を増してきたことによるものである。そこでこ

こでは、企業の海外進出が日本のオフィス需要に与える影響について考察したい。 

 

2 統計で見た企業の海外進出動向と国内雇用の動向 

まず、日本企業の海外への進出動向を確

認する。外務省「海外在留邦人数調査統計」

によれば、海外に設立されている日系企業

は 2006 年には約 32,500 社であったが、その

後増加を続けて 2009 年には約 56,400 社と

なっており、実に 73.7％も増加している（図表

1）。日系企業には本邦企業（現地法人化さ

れていない企業）と現地法人企業があるが、

増加の多くは現地法人企業によるものである。

一方、長期滞在者のうち民間企業関係者

（本人）は 2006 年に約 235,000 人であったが、

それ以降は減少傾向にあり、2009 年には約

229,000 人となっている。つまり、海外に設立

されている日系企業は増加しているが、民間企

業関係者は逆に減少している。現地採用社員
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図表 1 海外に設立されている日系企業と民間企業関係者 

出所）外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに住信基礎研究所作成 

注） 民間企業関係者（本人）には、長期滞在者（3 か月以上の在留者で永住者ではない

邦人）のうち、営利企業及びそれら企業の関連団体職員、民間団体職員（NGO 等）、

現地法人及び合弁企業の職員、外国企業の職員、現地採用職員が含まれる。 
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による事業が安定し、日本からの派遣者を多くは必要としない状況になってきているのではないかと考えられる。 

 

 次に、海外現地法人を持つ日本企業の現地法人と国内の従業者数の関係を、非製造業において確認する。

経済産業省「海外事業活動基本調査」によれば、現地法人の従業者数は長期的に増加傾向にある（図表 2）。一

方で、日本本社企業の従業者数は 2006 年度から 2008 年度にかけて減少しているが、2004 年度を基準にすると

現地法人と同様に増加しており、「企業の海外進出により国内オフィス需要が減少する」という状況は明確には見ら

れない。そもそも現地法人の従業者数が増加しても、その全てが日本からの派遣ではない。現地法人従業者数に

占める日本からの派遣者数の割合を確認してみると、非製造業は製造業よりも高いが、それでも 2004 年度で4.4％、

2007 年度で 3.8％と小さく、かつ低下している。日本から現地法人への派遣の分、単純に日本本社企業の従業者

が減少したと仮定し、その影響を推計すると、日本側派遣者数の本社企業従業者数に対する比率は、2004 年度

が 2.3％、2007 年度が 1.9％とその比率は小さく、かつ低下している（図表 3）。ここでの考察は、海外現地法人を持

つ企業に関するものであり、海外現地法人を持たない企業も含めると、日本全体のオフィス需要への影響はさらに

小さくなる。つまり、企業の海外進出が進むことで現地法人の従業者数は増加しているが、現地法人従業者数に

占める日本からの派遣者数の比率は低くかつ低下しており、日本本社企業の従業者数へ与える影響は、現在のと

ころ軽微と言っていいであろう。 

 

図表 2 海外現地法人を持つ日本企業の常時従業者数（非製造業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3 企業の海外進出が本社企業従業者数に与えた影響（非製造業） 

（日本から現地法人への派遣の分、単純に本社企業の従業者が減少したと仮定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所）経済産業省「海外事業活動基本調査」をもとに住信基礎研究所作成 

注 1）対象には、金融・保険業、不動産業を含まない 

注 2）日本側派遣者数に関する調査は 3 年に 1 度のみの実施であり、最新は 2007 年度 
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3 企業の海外進出が国内オフィス需要に与える影響のパターンは多様 

「企業の海外進出→国内オフィス需要の減少」と単純に捉えられがちだが、国内雇用への影響パターンは多様

と考えられる（図表 4）。勿論、国内オフィス需要を減少させる側面はあるが、増加させる側面もある。多くの海外進

出ケースで、これらのパターンが複合的に組み合わさり、最終的に国内オフィス需要への影響となって表れている

と考えられる。「企業の海外進出→国内オフィス需要の減少」という捉え方は、図表 4 でいう主に 1.を指しているもの

であり、他のパターンも十分考慮して影響を議論する必要がある。海外事業展開の段階によっても影響は異なる。

例えば、海外進出の初期段階では「減少の影響」が強いかもしれないが、海外事業が拡大する段階では「増加の

影響」が強くなると考えられる。 

 

図表 4 企業の海外進出が国内オフィス需要に与える影響の主なパターン 

減少の 

影響 

1. まとまった数の社員を海外に配置転換することで、国内オフィス需要には減少の影響 

2. 海外に配置転換した社員はわずかで、海外の社員のほとんどが現地採用であるため、国

内オフィス需要に与える減少の影響は軽微 

ほぼ 

影響なし 

3. 海外に配置した社員の多くは、それを目的に国内で採用した社員であるため、国内オフィ

ス需要に与える影響はほとんどない 

4. 日本と海外の往来が多く、両方にデスクがあるため、国内オフィス需要に与える影響はほ

とんどない 

増加の 

影響 

5. 海外との連携や海外事業好調のため、日本でも採用が必要となり、国内オフィス需要に

は増加の影響 

6. 研修等のために現地採用者を日本に来訪させる機会が多く、国内オフィス需要には増加

の影響 

 

 

4 企業の海外進出は国内本社がグローバル企業のヘッドクォーターへと成長する機会 

円高の進行が 2007 年以降続いており、電力不足問題と相俟って、製造業を中心に国内産業の空洞化を懸念

する声が高まっている。一方で、円高を活かして、成長する新興国市場での販路開拓・拡大を狙った M&A が積極

的に展開されている。また、税制改正により外国子会社から受け取る配当の 95％が非課税扱いとなったことで、日

本へ還流する海外利益の割合が拡大しており、海外進出が国内の設備投資や雇用へ好影響を及ぼす環境が整

ってきている。オフィス市場においては、企業の海外進出をネガティブな要因としてのみ捉えるのではなく、国内本

社がグローバル企業のヘッドクォーターへと成長する機会と捉え直し、それに支持される都市・オフィスビルへとスト

ックを更新していくことが必要なのではないだろうか。 
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【お問い合わせ】 https://www.stbri.co.jp/contact/form-investment/investment.html 
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